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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】扱胴ロスセンサと揺動ロスセンサにより算出さ
れたロス量を目標範囲に収めるために脱穀を最適な状態
に調整することにあり、扱胴ロスセンサと揺動ロスセン
サにより算出されたロス量によってフィードバック制御
を行い送塵弁やチャフシーブや車速を制御して目標範囲
にロス量を納めることが可能なコンバインを提供。
【解決手段】ロスセンサは刈り取った穀稈の処理経路の
終端に配設し、送塵弁４４ａ及びチャフシーブ５３は制
御装置に接続し、ロス値を目標範囲に収める為に送塵弁
及びチャフシーブ並びに走行部をフィードバック制御す
るに際しては、ロス量が目標範囲を超過した場合は送塵
弁をまず調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まること
ができない送塵弁制限値に達したら、次いでチャフシー
ブを調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まることがで
きないチャフシーブ制限値に達したら、次いで車速を調
整するように制御したことを特徴とするコンバインであ
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機体前部に設けた刈取部と、
　刈り取った穀稈を扱室内で後方へ搬送しながら脱穀する扱胴と、
　前記扱胴を収納する扱室に前記扱室の後部へ送出される穀粒の量を調整可能に設けた送
塵弁と、
　前記扱胴の下側外周面に沿った受網の下方に配置される揺動選別装置と、
　前記揺動選別装置にフィン開度を変更可能に設けたチャフシーブと、
　穀粒のロス量を検出してロス値を算出するためのロスセンサと、
　これらを搭載した機体の下部に設けた走行部とを具備するコンバインであって、
　ロスセンサは刈り取った穀稈の処理経路の終端に配設し、
　前記送塵弁及びチャフシーブは制御装置に接続すると共に、
　ロスセンサにより算出されたロス値をロス量目標範囲に収めるために、前記送塵弁及び
チャフシーブ並びに走行部をフィードバック制御するに際しては、ロス量が目標範囲を超
過した場合は送塵弁をまず調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まることができない送塵
弁制限値に達したら、次いでチャフシーブを調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まるこ
とができないチャフシーブ制限値に達したら、次いで車速を調整するように制御し、また
、ロス量が目標範囲を下回った場合は車速を調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まるこ
とができない車速制限値に達したら、次いでチャフシーブを調整し、測定ロス量が目標範
囲内に収まることができないチャフシーブ制限値に達したら、次いで送塵弁を調整するよ
うに制御したことを特徴とするコンバイン。
【請求項２】
　ロスセンサは前記受網の終端部から漏下する穀粒のロス量を検出する扱胴ロスセンサと
、前記揺動選別装置の後部から落下する穀粒の量を検出する揺動ロスセンサとよりなる
　ことを特徴とする請求項１の記載のコンバイン。
【請求項３】
　ロスセンサにより算出されたロス値によって車速を調整する車速制御よりもエンジン負
荷に伴う車速制御の方を優先する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載のコンバイン。
【請求項４】
　減速制御時にロスセンサにより算出されたロス値によって車速を調整する車速制御かエ
ンジン負荷に伴う車速制御かを判別することができるように報知手段によりどちらの減速
制御かを作業者に報知可能に構成した
　ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載のコンバイン。
【請求項５】
　ロス量目標値は予め設定された基準設定値と作業者が圃場の環境によって任意に調整設
定する任意設定値とがあり、作業者の選択でロス量目標値を設定できるように構成した
　ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載のコンバイン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、穀粒のロス量を検出し、ロス量に応じて穀粒選に係る送塵弁やチャフシーブ
や車速を制御するコンバインの技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、穀粒のロス量を検出するコンバインの技術は公知となっている。例えば、特許文
献１に記載の如くである。
【０００３】
　従来のコンバインは、扱胴の後部下方に設けた扱胴ロスセンサと揺動選別装置の後部に
設けた揺動ロスセンサの両方により異なる部位での穀粒のロス量を検出して目標値と対比
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し送塵弁やチャフシーブを制御して穀粒のロス量をできるだけ減少し、十分な穀粒の脱穀
回収をすることを目的としている。
【０００４】
　一般に、穀粒のロス量が増加する原因としては、（ｉ）扱胴による脱穀が円滑に行われ
ず、受網の後端部から漏下する穀粒の量が多い場合や、（ｉｉ）揺動選別装置のチャフシ
ーブのフィン開度が小さすぎるために、フィン間から穀粒が円滑に落下しない場合が挙げ
られる。
【０００５】
　しかし、上記ロスセンサによっては、穀粒のロス量が増加する原因が、上記（ｉ）によ
るものなのか、上記（ｉｉ）によるものなのかを特定することが困難であり、しかも、ロ
ス量を適正な目標値に制御するために制御手段の一つとして車速を落とす制御があるが、
かかる車速制御を行うと作業効率が低下し、また各種の制御を互いのロス量目標値の相関
関係の中で調整しながら制御してロス量を減少せんとするとそのための各種の制御機構に
対して作業者が制御設定を調整して行わねばならずその分制御調整が煩雑となる欠点があ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１８７６４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は以上の如き状況に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、
扱胴ロスセンサと揺動ロスセンサにより算出されたロス量をロス量目標範囲に収めるため
に脱穀を最適な状態に調整することにあり、扱胴ロスセンサと揺動ロスセンサにより算出
されたロス量によってフィードバック制御を行い送塵弁やチャフシーブや車速を制御して
ロス量目標範囲にロス量を納めるように調整することが可能なコンバインを提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００９】
　請求項１においては、機体前部に設けた刈取部と、刈り取った穀稈を扱室内で後方へ搬
送しながら脱穀する扱胴と、前記扱胴を収納する扱室に前記扱室の後部へ送出される穀粒
の量を調整可能に設けた送塵弁と、前記扱胴の下側外周面に沿った受網の下方に配置され
る揺動選別装置と、前記揺動選別装置にフィン開度を変更可能に設けたチャフシーブと、
穀粒のロス量を検出してロス値を算出するためのロスセンサと、これらを搭載した機体の
下部に設けた走行部とを具備するコンバインであって、ロスセンサは刈り取った穀稈の処
理経路の終端に配設し、前記送塵弁及びチャフシーブは制御装置に接続すると共に、ロス
センサにより算出されたロス値をロス量目標範囲に収めるために、前記送塵弁及びチャフ
シーブ並びに走行部をフィードバック制御するに際しては、ロス量が目標範囲を超過した
場合は送塵弁をまず調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まることができない送塵弁制限
値に達したら、次いでチャフシーブを調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まることがで
きないチャフシーブ制限値に達したら、次いで車速を調整するように制御し、また、ロス
量が目標範囲を下回った場合は車速を調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まることがで
きない車速制限値に達したら、次いでチャフシーブを調整し、測定ロス量が目標範囲内に
収まることができないチャフシーブ制限値に達したら、次いで送塵弁を調整するように制
御したことを特徴とするコンバインを提供せんとするものである。
【００１０】
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　請求項２においては、ロスセンサは前記受網の終端部から漏下する穀粒のロス量を検出
する扱胴ロスセンサと、前記揺動選別装置の後部から落下する穀粒の量を検出する揺動ロ
スセンサとよりなることを特徴とするコンバインを提供せんとするものである。
【００１１】
　請求項３においては、ロスセンサにより算出されたロス値によって車速を調整する車速
制御よりもエンジン負荷に伴う車速制御の方を優先することを特徴とするコンバインを提
供せんとするものである。
【００１２】
　請求項４においては、減速制御時にロスセンサにより算出されたロス値によって車速を
調整する車速制御かエンジン負荷に伴う車速制御かを判別することができるように報知手
段によりどちらの減速制御かを作業者に報知可能に構成したことを特徴とするコンバイン
を提供せんとするものである。
【００１３】
　請求項５においては、ロス量目標値は予め設定された基準設定値と作業者が圃場の環境
によって任意に調整設定する任意設定値とがあり、作業者の選択でロス量目標値を設定で
きるように構成したことを特徴とするコンバインを提供せんとするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１５】
　請求項１の発明によれば、ロスセンサにより算出されたロス値をロス量目標範囲に収め
るために前記送塵弁及びチャフシーブ並びに走行部をフィードバック制御するに際し、ロ
ス量が目標範囲を超過した場合は送塵弁をまず調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まる
ことができない送塵弁制限値に達したら、次いでチャフシーブを調整し、測定ロス量が目
標範囲内に収まることができないチャフシーブ制限値に達したら、次いで車速を調整する
ように制御したことにより、ロス量が目標範囲を超過する状況では、受網からの穀量が大
であったり、チャフシーブの開度が小であったりの原因が考えられるために、脱穀の初期
作動を行う扱胴に最も近い位置にある機構部分、すなわち送塵弁から調整して順次選別機
能部分たるチャフシーブへ、更に刈取の量、速度等の調整が可能な車速を調整することが
でき正確に脱穀ロスの減少を図ることができる効果がある。
　また、ロス量が目標範囲を下回った場合は、車速を調整し、測定ロス量が目標範囲内に
収まることができない車速制限値に達したら、次いでチャフシーブを調整し、測定ロス量
が目標範囲内に収まることができないチャフシーブ制限値に達したら、次いで送塵弁を調
整するように制御したことにより、ロス量が目標範囲を下回った状況では扱胴による脱穀
が充分に円滑に行われていない原因が考えられるため、まず刈取の量、速度等の調整が可
能な車速を調整し、次いでチャフシーブを開方向調整し、最後に、送塵弁を調整すること
ができるためにロス量が目標範囲を下回った場合に最も調整が行いやすい機構部分からロ
ス量の調整を行い正確に脱穀ロスの減少を図ることができる効果がある。
【００１６】
　請求項２の発明によれば、ロスセンサは前記受網の終端部から漏下する穀粒のロス量を
検出する扱胴ロスセンサと、前記揺動選別装置の後部から落下する穀粒の量を検出する揺
動ロスセンサとより構成したことにより、刈り取った穀稈の処理経路終端において各種の
ロスセンサによってロス量の検出が正確に行えることになり、その後の制御によるロス量
の調整が正確に行えて総合的な脱穀ロスの減少を効率的に図ることができる効果がある。
【００１７】
　請求項３の発明によれば、ロスセンサにより算出されたロス値によって車速を調整する
車速制御よりもエンジン負荷に伴う車速制御の方を優先するようにしたことにより、エン
ジン負荷に伴う車速制御の原因が圃場環境や刈取り脱穀作業時の走行障害や作業障害など
のトラブル発生が原因であるとしてかかる状況はコンバイン装置の基本的な障害とみてロ
ス自動制御の補正作動である車速調整よりも優先させてコンバイン装置の優先的保護を図



(5) JP 2017-176060 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

ることができる効果がある。
【００１８】
　請求項４においては、減速制御時にロスセンサにより算出されたロス値によって車速を
調整する車速制御かエンジン負荷に伴う車速制御かを判別することができるように報知手
段によりどちらの減速制御かを作業者に報知可能に構成したことにより、作業中で車速が
減速された場合に作業者はロス自動制御によるものかエンジン負荷に伴う車速減速制御か
を報知手段により知ることができるので減速後の通常速度への復帰の操作手順を予め認識
しておくことができることになり、操作ミスや重複操作などの弊害を解消することができ
る効果があると共に、更には現在の減速状況の基となる操作を認識できることから圃場環
境を参照しながら最適な操作を選択することができる効果がある。
【００１９】
　請求項５においては、ロス量目標値は予め設定された基準設定値と作業者が圃場の環境
によって任意に調整設定する任意設定値とがあり、作業者の選択でロス量目標値を設定で
きるように構成したことにより、例えば、コンバインメーカーの基準設定値として予め設
定されている状況で作業している中で圃場環境などの作業状況を勘案して作業者の経験と
熟練により異なる設定値でロス量目標値を変動したいと思う時には作業者が任意に基準設
定値を変更してロス量目標値を任意設定値とすることができるためロス制御を最適の状況
で行えて脱穀ロスを可及的に減少する作業を行える効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係るコンバインの全体的な構成を示す側面図である。
【図２】本発明の実施形態に係るコンバインの操縦部を示す平面図である。
【図３】（ａ）主変速レバーの構成を示す正面図である。（ｂ）ステアリングハンドルの
構成を示す正面図である。
【図４】本発明の実施形態に係るコンバインの脱穀部及び選別部を示す側面断面図である
。
【図５】本発明の実施形態に係るコンバインの扱胴及び処理胴をより詳細に示す側面断面
図である。
【図６】本発明の実施形態に係るコンバインの図４におけるＸ－Ｘ断面図である。
【図７】脱穀部を示す側面図である。
【図８】脱穀部を後方から見た斜視図である。
【図９】本発明の実施形態に係るコンバインの送塵弁を左方から見た説明図である。ある
。
【図１０】本発明の実施形態に係るコンバインの送塵弁を上方から見た説明図である。
【図１１】本発明の実施形態に係るコンバインの送塵弁を下方から見た説明図である。
【図１２】選別部の構成を示す側面図である。
【図１３】唐箕ファンの構成を示す側面図である。
【図１４】揺動選別装置の構成を示す斜視図である。
【図１５】（ａ）開度調節装置の開度が小の場合の側面図である。（ｂ）開度調節装置の
開度が大の場合の側面図である。
【図１６】本発明の実施形態に係るコンバインの動力の伝達経路を示すスケルトン図であ
る。
【図１７】本発明の実施形態に係るコンバインの制御に関する構成を示すブロック図であ
る。
【図１８】本発明の実施形態に係るコンバインの制御態様を示すフローチャートである。
【図１９】本発明の実施形態に係るコンバインの制御態様を示すフローチャートである。
【図２０】（ａ）表示装置に表示する表示画面である。（ｂ）表示装置に表示する表示画
面である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
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［Ｉ．コンバインの基本構成］
　本発明に係るコンバインの第一実施形態であるコンバイン１の全体構成について図面を
参照して説明する。
【００２２】
　図１に示すように、コンバイン１は、走行部２、刈取部３、脱穀部４、選別部５、穀粒
貯溜部７、排藁処理部８及び操縦部９を備える。コンバイン１は、動力をエンジン１１か
ら走行部２、刈取部３、脱穀部４、選別部５、穀粒貯溜部７及び排藁処理部８にトランス
ミッションを含む動力伝達系を介して伝達し、これらの各部を駆動させる。
【００２３】
　走行部２は、機体の下部に設けられる。走行部２は、左右一対のクローラを有するクロ
ーラ式走行装置２１を有する。走行部２は、機体をクローラ式走行装置２１により走行さ
せる。
【００２４】
　刈取部３は、機体の前部に昇降可能に設けられる。刈取部３は、分草具３１、引起装置
３２、搬送装置３３及び切断装置３４を有する。刈取部３は、圃場の穀稈を分草具３１に
より分草し、分草後の穀稈を引起装置３２により引き起こし、引起後の穀稈を搬送装置３
３により後方へ搬送しつつ切断装置３４により切断し、切断後の穀稈を搬送装置３３によ
り脱穀部４に向けてさらに後方へ搬送する。
【００２５】
　脱穀部４は、機体の左上側に配置される。脱穀部４は、フィードチェン４１、扱胴４２
を有する（図４参照）。脱穀部４は、刈取部３から搬送されてきた刈取後の穀稈をフィー
ドチェン４１により受け継いで後方へ搬送し、その搬送中の穀稈を扱胴４２により脱穀し
、脱穀後の処理物を選別部５に向けて下方へ漏下させる。
【００２６】
　選別部５は、機体の左下側に配置される。選別部５は、揺動選別装置５０、風選別装置
及び穀粒搬送装置を有する（図４参照）。選別部５は、脱穀部４から落下してきた処理物
を揺動選別装置５０により揺動選別し、揺動選別後のものを風選別装置により風選別し、
風選別後のもののうち、穀粒を穀粒搬送装置により穀粒貯溜部７に向けて右側方へ搬送し
、藁屑や塵埃などを風選別装置により後方へ飛ばして機体の外部へ排出する。
【００２７】
　穀粒貯溜部７は、機体の右後側に配置される。穀粒貯溜部７は、グレンタンク７１及び
穀粒排出装置７２を有する。穀粒貯溜部７は、選別部５から搬送されてきた穀粒をグレン
タンク７１により貯溜し、その貯溜している穀粒を穀粒排出装置７２によりグレンタンク
７１から機体の外部へ排出する。
【００２８】
　排藁処理部８は、機体の後側に配置される。排藁処理部８は、排藁搬送装置８１及び排
藁切断装置８２を有する。排藁処理部８は、脱穀部４から搬送されてきた脱穀済みの排稈
を排藁として排藁搬送装置８１により後方へ搬送して機体の外部へ排出し、又は排藁切断
装置８２へ搬送し、排藁を排藁切断装置８２へ搬送した場合には排藁切断装置８２により
切断した後に機体の外部へ排出する。
【００２９】
　操縦部９は、機体の右前側に配置される。操縦部９は、運転席９１や、ステアリングハ
ンドル９２、キャビン９３、操作パネル９８などを有して、運転席９１やステアリングハ
ンドル９２、操作パネル９８などをキャビン９３により覆い、運転席９１に操縦者を着座
させ、ステアリングハンドル９２や操作パネル９８に配置された操作レバーや操作スイッ
チ類により操縦者が各部の装置を操作することができるように構成される（図２、図３参
照）。図２に示すように、サイドパネル９８ａには、自動ロス制御操作部９４－９を備え
ている。図３に示すように、主変速レバー９４のグリップ部９４－１には、ノークラッチ
刈取変速ボタン９４－２、こぎ深さ調節スイッチ９４－３、刈取オートリフトボタン９４
－４、刈取オートセットボタン９４－５、ノークラッチ副変速ボタン９４－６、エンジン
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負荷に伴う車速制御スイッチ９４－７、ロス制御リセット操作部９４－１０、旋回モード
切替スイッチ９４－１１の各種操作部を設けている。また、ステアリングハンドル９２に
は表示装置３００を備えており、液晶パネルｎの下には画面を切り替えて、各種機能を選
択操作するための各種スイッチ３００ａ，・・，３３０ｅを設けている。なお、図２中符
号９９はバックモニターカメラやオ―ガモニターカメラからの映像を表示するためにハン
ドルの側方に配設したデユアルモニターである。
【００３０】
　こうして、コンバイン１は、操縦部９における操作具類の操作に応じて、動力をエンジ
ン１１から操縦部９を除く前記各部に伝達し、機体を走行部２により走行させながら、圃
場の穀稈を刈取部３により刈り取って、刈取後の穀稈を脱穀部４により脱穀し、脱穀後の
処理物を選別部５により選別して、選別後の穀粒を穀粒貯溜部７に貯溜する一方、脱穀後
の排藁を排藁処理部８により任意に処理して機体の外部へ排出することができるようにな
っている。
【００３１】
　次に、図４乃至図１１を用いて、脱穀部４及び選別部５の構成について説明する。
【００３２】
　脱穀部４は、フィードチェン４１、扱胴４２及び受網４５を備えるとともに、処理胴４
３、処理胴網４７を備える。
【００３３】
　扱胴４２は、前端部を面取りした円筒状に形成される。扱胴４２は、その軸心方向（長
手方向）を前後方向として扱室４４に収納されて、扱室４４の前壁と後壁との間に回転自
在に架設された回転支軸に取り付けられる。扱胴４２は、エンジン１１からの動力が当該
回転支軸に伝達されることによって、この回転支軸と一体的にその前後方向の軸心回りに
回転する。扱胴４２の外周面には複数の扱歯４２ａが螺旋状に取り付けられている。受網
４５は、扱胴４２下側外周面に沿って配置されており、扱室４４に配置される。
【００３４】
　図４及び図９乃至図１１に示すように、扱室４４の上壁には、送塵装置２３０を配設し
ている。すなわち、送塵装置２３０は、正逆回転駆動可能な回動駆動手段としての電動モ
ータ２３１と、電動モータ２３１の駆動軸に連動連結したピニオンギヤ２３２と、ピニオ
ンギヤ２３２に連動して回動するセクタギヤ２３３とからなるアクチュエータ４４ｆと、
アクチュエータ４４ｆのセクタギヤ２３３に連動して回動する送塵弁４４ａと、送塵弁４
４ａの回動角を検出するポテンショメータ２３５と、を具備している。アクチュエータ４
４ｆは、後述する制御装置２００により駆動制御される。送塵弁４４ａは、天井部２２２
の内面側に送塵弁４４ａを垂下状に取り付けて、扱室４４内において開度調節可能に配設
している。そして、送塵装置２３０は、送塵弁４４ａの開度の調節により、扱室４４内に
おける穀粒や塵埃等の脱穀処理物の滞留時間、換言すると脱穀処理物の後方への移送速度
を調節可能としている。２２４は、脱穀部４の内側壁部であり、２２５は脱穀部４の内側
壁部２２４の上端部に天井部２２２の右側縁部を枢支する枢支部であり、２２９は、内壁
２２２ａに内方へ向けて突設した固定刃である。
【００３５】
　この送塵弁４４ａが開度調節される際に、回動力が電動モータ２３１→ピニオンギヤ２
３２→セクタギヤ２３３→送塵弁４４ａに伝達される。つまり、開度調節される送塵弁４
４ａに伝達される作用力は回動力のみである。そのため、電動モータ２３１から送塵弁４
４ａまで作用力が伝動される間に、機械的なこじれが発生するのを少なくすることができ
る。したがって、送塵弁４４ａの開度調節を堅実に行うことができる。
【００３６】
　扱室４４の上部を被覆する扱室カバー２２１には、支持手段としての支持基板２４０を
介して、電動モータ２３１とピニオンギヤ２３２とポテンショメータ２３５とを一体的に
取り付け可能とするとともに、これらの手段の扱室カバー２２１に対する取付位置を一体
的に微調整可能としている。
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【００３７】
　支持基板２４０は、四角形板状に形成しており、支持基板２４０の上面側にはポテンシ
ョメータ２３５を取り付ける一方、支持基板２４０の下面側には電動モータ２３１と、そ
の駆動軸に取り付けたピニオンギヤ２３２とを取り付けて、ユニット化している（支持基
板取付ユニットＵとなしている）。支持基板２４０の左右側前後部には、左右方向に横長
の取付位置微調整用の左側長孔２４１を設けている。支持基板２４０は、扱室カバー２２
１の天井部２２２の前中央部に配設している。
　すなわち、天井部２２２の内壁２２２ａには、支持基板２４０の左側部を取り付けるた
めの二本の左側取付脚片２４２,２４２を立設している。二本の左側取付脚片２４２,２４
２は、内壁２２２ａの左側縁部に各下端部２４２ａ,２４２ａを前後方向に間隔をあけて
取り付け、各中途部２４２ｂ,２４２ｂを上方へ直状に立ち上げて、各上端部２４２ｃ,２
４２ｃを右側方へ水平に突出させて形成している。支持基板２４０の右側前部には、右側
取付脚片２４３を垂設している。右側取付脚片２４３は、支持基板２４０の右側前部に上
端部を取り付けて、支持基板２４０の右側縁部位置から中途部を下方へ直状に垂下させて
、下端部を右側方へ水平に突出させて形成している。下端部には、左右方向に横長の取付
位置微調整用の右側長孔２４７を設けている。下端部は、内壁２２２ａの前中途部に載設
した脚載せ台上に右側長孔２４７を介して取付ボルト２４５により取り付けている。
【００３８】
　このように形成した支持基板２４０は、二本の取付脚片２４２,２４２の上端部上と脚
載せ台上に、左・右側長孔２４１,２４７を介して取付ボルト２４５により左右方向に微
調整可能に、かつ、着脱自在に取り付けている。ここで、三本の取付脚片２４２,２４２,
２４３は、外壁２２２ｂの前中央部に平面視四角形状に形成した開口部２４６から上方へ
突出させて、支持基板２４０さらには支持基板２４０に取り付けた電動モータ２３１等の
支持基板取付ユニットＵを開口部２４６よりも上方に配置している。したがって、支持基
板２４０に取り付けた電動モータ２３１等は、二本の取付脚片２４２,２４２と脚載せ台
に支持基板２４０を取り付ける際に、内・外壁２２２ａ,２２２ｂと干渉して、これら内
・外壁２２２ａ,２２２ｂを損傷等させるのを防止することができる。
【００３９】
　電動モータ２３１は、支持基板２４０の下面に補強板２４８を介して下方から取り付け
ている。電動モータ２３１の駆動軸には、ピニオンギヤ２３２を取り付けて、ピニオンギ
ヤ２３２を支持基板２４０の後中央部の直下方に水平に配置している。
【００４０】
　ピニオンギヤ２３２は、支持基板２４０の後中央部の直下方において、軸線を上下方向
に向けて水平に配置している。ピニオンギヤ２３２の背後には、セクタギヤ２３３を配置
して、両ギヤ２３２,２３３を前後方向に噛合させている。
【００４１】
　セクタギヤ２３３は、平面視扇状に形成して、円弧状に形成した前端縁部にギヤ部２３
３ａを形成し、基端部２３３ｂを後方に向けて配置している。セクタギヤ２３３の中途部
には、左右方向に伸延して前方へ凸状に湾曲する弧状の開度調整長孔２６０を形成してい
る。開度調整長孔２６０の開孔縁部には、開度目盛２６３を付している。
【００４２】
　送塵弁４４ａは、内壁２２２ａの内面に沿って左右方向に延伸する複数（本実施形態で
は六個）の送塵弁形成片２５０と、各送塵弁形成片２５０の中途部を枢支する前後方向長
手状の帯状枢支片２５１と、各送塵弁形成片２５０の右側端部同士を連動連結する前後方
向長手状の連動連結片２５２と、を具備している。六個の送塵弁形成片２５０は、内壁２
２２ａの内面に沿って前後方向に間隔をあけて配置しており、前から２番目の送塵弁形成
片２５０をセクタギヤ２３３に連動連結した駆動用の送塵弁形成片２５０となして、その
他の送塵弁形成片２５０を従動用の送塵弁形成片２５０となしている。帯状枢支片２５１
は、前後方向に短手状の短手片２５１ａと、短手片２５１ａの後端部に連設したボス部２
５１ｂと、ボス部２５１ｂに前端部を連設した前後方向に長手状の長手片２５１ｃとから
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形成している。短手片２５１ａの前端部には、前から一番目の送塵弁形成片２５０の中途
部を枢支連結している。ボス部２５１ｂは、開口部２４６内に貫通状に配置しており、ボ
ス部２５１ｂ中には、上下方向に軸線を向けた枢支軸２５３を挿通し、枢支軸２５３の上
端部に外壁２２２ｂよりも上方に配置したセクタギヤ２３３の基端部２３３ｂを取り付け
ている。一方、枢支軸２５３の下端部には、外壁２２２ｂよりも下方に配置した前から二
番目の駆動用の送塵弁形成片２５０の中途部を取り付けて、セクタギヤ２３３と送塵弁形
成片２５０とを、枢支軸２５３を介して一体となしている。そして、セクタギヤ２３３の
回動動作に、枢支軸２５３を介して、駆動用の送塵弁形成片２５０が一体的に回動動作し
て、その開度を変更するようにしている。長手片２５１ｃには、前から三番目～六番目の
各送塵弁形成片２５０の中途部を枢支連結ボルト２５４により枢支するとともに、外壁２
２２ｂに長手片２５１ｃを連結している。連動連結片２５２には、各送塵弁形成片２５０
の右側端部を上下方向に軸線を向けた枢支連結ピン２５５により枢支連結して、駆動用の
送塵弁形成片２５０の回動動作に連動して他の送塵弁形成片２５０も一体的に回動動作し
て、全ての送塵弁形成片２５０が同一の開度に変更されるようにしている。ここで、図１
１に示すθは、開度であり、開度θは、枢支軸２５３と交差する左右方向の仮想線Ｋと、
枢支軸２５３を中心に後方へ退避した駆動用の送塵弁形成片２５０の延伸線Ｐとの間に形
成される角度（退避角度）である。２５６は、開口部２４６を上方から被覆する蓋体であ
り、蓋体２５６は、キャップ状に形成して外壁２２２ｂに着脱自在に取り付けて、開口部
２４６を通して露出する支持基板取付ユニットＵやセクタギヤ２３３や短手片２５１ａや
ボス部２５１ｂや枢支軸２５３等を開閉蓋自在としている。
【００４３】
　アクチュエータ４４ｆの駆動力によりセクタギヤ２３３が一方向に回動する場合、送塵
弁４４ａが一方向に回動する。扱胴４２による脱穀時において、送塵弁４４ａが一方向に
回動されたとき、扱胴４２の外周面に沿って、後方へ向かって螺旋状に送出される穀粒や
藁屑等が、送塵弁４４ａに案内されて前方へ流され、つまり、戻されるようになり、これ
により、扱室４４の後部へ送出される穀粒や藁屑等の量が減少する。
【００４４】
　これに対し、アクチュエータ４４ｆの駆動力によりセクタギヤ２３３が他方向に回動す
る場合、送塵弁４４ａが他方向に回動する。扱胴４２による脱穀時において、送塵弁４４
ａが他方向に回動されたとき、扱胴４２の外周面に沿って、後方へ向かって螺旋状に送出
される穀粒や藁屑等が、送塵弁４４ａに案内されて後方へ流され、これにより、扱室４４
の後部へ送出される穀粒の量が増加する。
【００４５】
　従って、脱穀時における、扱室４４の後部へ送出される穀粒の量に関しては、各送塵弁
４４ａが一方向に回動されるのに伴って減少していき、他方向に回動されるのに伴って増
加していく。
【００４６】
　扱室４４の上部を被覆する扱室カバー２２１には、セクタギヤ２３３を機械的に固定可
能として、セクタギヤ２３３を介して送塵弁４４ａを固定可能としている。そして、セク
タギヤ２３３を機械的に固定することで、送塵弁４４ａを固定可能としているため、電気
的なトラブルの発生により電動モータ２３１が駆動停止された場合でも、送塵弁４４ａを
機械的に固定することで、脱穀作業を継続させることができる。
【００４７】
　より具体的説明すると、セクタギヤ２３３の中途部に設けた開度調整長孔２６０の直下
方には、短手片２５１ａを配置しており、開度調整長孔２６０と上下方向に対向して位置
する短手片２５１ａの部分には、正面視門型に形成したボルト支持片２６１を載設してい
る。ボルト支持片２６１の中途部には、開度調整長孔２６０中に挿通した固定ボルト２６
２の下端部を螺着支持させている。そして、固定ボルト２６２を締め付けることで、ボル
ト支持片２６１を介して短手片２５１ａにセクタギヤ２３３を固定可能としている。その
結果、枢支軸２５３を介してセクタギヤ２３３に一体的に取り付けた駆動用の送塵弁形成
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片２５０を一定の開度θに固定することができる。この際、開度調整長孔２６０を介して
セクタギヤ２３３の姿勢を固定ボルト２６２により設定することで、送塵弁形成片２５０
の開度θを任意に設定することができる。
【００４８】
　ポテンショメータ２３５は、ピニオンギヤ２３２の回動動作に連動して枢支軸２５３を
中心に回動するセクタギヤ２３３の回動角度を検出する角度検出センサである。ポテンシ
ョメータ２３５は、支持基板２４０の右側後部に載設した正面視門型のセンサ取付台２７
０上に本体２７１を載置し、本体２７１からセンサ取付台２７０を貫通させてセンサ軸２
７２を下方へ向けて突出させ、センサ軸２７２の下端部に後方へ向けて延伸するセンサア
ーム２７３の基端部を取り付けている。セクタギヤ２３３の左側前部には、アーム当接ピ
ン２６４を上方へ向けて突設して、アーム当接ピン２６４の周面にセンサアーム２７３の
先端部（後端部）を当接させている。そして、セクタギヤ２３３が回動動作すると、アー
ム当接ピン２６４を介してセンサアーム２７３が回動し、センサアーム２７３の回動に連
動してセンサ軸２７２が回動して、センサ軸２７２の回動動作を回動量として本体２７１
が電気的に検出する。その結果、セクタギヤ２３３と一体回動する駆動用の送塵弁形成片
２５０の回動動作、つまり、開度θが検出される。
【００４９】
　図４乃至図８に示すように、処理胴４３は、円筒状に形成される。処理胴４３は、その
軸心方向を前後方向として処理室４６に配置されて、処理室４６の前壁と後壁との間に回
転自在に架設された回転支軸に支持される。処理胴４３は、エンジン１１からの動力が当
該回転支軸に伝達されることによって、この回転支軸と一体的にその前後方向の軸心回り
に回転する。処理胴網４７は、処理胴４３をその外周面に沿って下方から覆うように、処
理室４６に配置される。処理室４６は、扱室４４の右後方に位置し、扱室４４と送塵口４
０を介して連通する。
【００５０】
　フィードチェン４１は、扱胴４２の左側方で刈取部３と排藁処理部８との間にわたって
配置されて、複数のスプロケットに巻き掛けられる。フィードチェン４１は、エンジン１
１からの動力が前記スプロケットに伝達されることによって、前後方向に回転する。前記
複数のスプロケットは、扱胴４２の左側方で前後方向に延設された支持フレームに支持さ
れる。
【００５１】
　上述の如く、本実施形態に係るコンバイン１は、扱胴４２に加えて処理胴４３を具備す
る、いわゆる複胴形のコンバインである。
【００５２】
　図４及び図５に示すように、選別部５は、揺動選別装置５０、風選別装置及び穀粒搬送
装置を備える。揺動選別装置５０は、揺動選別装置本体５０－１（図１４参照）、前フィ
ードパン５１、後フィードパン５２、チャフシーブ５３、グレンシーブ５４及びストロー
ラック５５を有する。
【００５３】
　揺動選別装置本体５０－１は、選別部５の平面視で矩形枠状に形成される。揺動選別装
置本体５０－１は、その長手方向を前後方向として脱穀部４の扱胴４２及び受網４５並び
に処理胴４３及び処理胴網４７の下方に配置されて、下部機枠１２に揺動可能かつ着脱可
能に支持される。揺動選別装置本体５０－１は、揺動機構の揺動軸にエンジン１１からの
動力が伝達されることによって、下部機枠１２に対して揺動する。
【００５４】
　フィードパンは、前フィードパン５１及び後フィードパン５２から構成される。前フィ
ードパン５１は、脱穀部４の扱胴４２及び受網４５の下方に配置されて、揺動選別装置本
体５０－１の前部に支持される。後フィードパン５２は、脱穀部４の扱胴４２及び受網４
５の下方で前フィードパン５１の後下方に配置されて、揺動選別装置本体５０－１の前部
に支持される。
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【００５５】
　チャフシーブ５３は、脱穀部４の扱胴４２及び受網４５並びに処理胴４３及び処理胴網
４７の下方で前フィードパン５１の後方に配置されて、揺動選別装置本体５０－１の前後
中途部に支持される。
【００５６】
　チャフシーブ５３は、前後方向に所定間隔を空けて並列する複数のフィン５３ａを有し
ている。各フィン５３ａは、前低後高状に傾斜しており、その上下中央部を中心にして回
動可能に支持されている。各フィン５３ａは、揺動に伴って処理物を後方へ移送しつつ、
隣り合うフィン５３ａ間の隙間から穀粒を漏下させる。図１７に示す各フィン５３ａは、
アクチュエータ（モータ等）３４０に接続されており、アクチュエータ３４０の駆動力に
より回動可能に構成されている。各フィン５３ａが回動されることによって、各フィン５
３ａの傾斜角度が変更され、これにより隣り合うフィン５３ａ間の隙間寸法（フィン開度
）が変更される。
【００５７】
　チャフシーブ５３の複数のフィン５３ａの具体的な開閉構造及びその連動機構の詳細は
次の通りである。すなわち、図１２乃至図１４及び図１７に示すように、チャフシーブ５
３に対しては、その開度を調節するための開度調節装置３１４が設けられる。開度調節装
置３１４には、アクチュエータ３４０、第二ギヤアーム３４１、後述のチャフ開度検出装
置３４２、ワイヤ３４３、調整レバー３４７、付勢部材３４８等が備えられる。開度調節
装置３１４（主要部をなすアクチュエータ３４０）は、大まかに言えば、唐箕ファン５６
の左吸入口３９１ｂ近傍であって、当該左吸入口３９１ｂの後方に配置される。ここで、
開度調節装置３１４は、チャフシーブ５３の開度を予め設定された基準開度に対して増大
または減少するように調節する。なお、図１２中符号３５０は揺動駆動機構であり、３５
１は一番搬送用駆動機構であり、３５２は二番搬送用駆動機構である。
【００５８】
　アクチュエータ３４０は、電動式モータで構成される。アクチュエータ３４０の出力軸
には、第二小径ギヤ３４０ａが固設される。第二ギヤアーム３４１は、第二小径ギヤ３４
０ａと噛合可能な歯部と、半径方向外側に突出する突出部３４１ａとを備えて構成される
。そして、第二小径ギヤ３４０ａと第二ギヤアーム３４１の歯部とが噛合され、第二ギヤ
アーム３４１の突出部３４１ａとワイヤ３４３の一端部とが連結される。
【００５９】
　アクチュエータ３４０及び第二ギヤアーム３４１は、唐箕ファン５６の近傍であって左
側板３９１ａの吸入口３９１ｂの後方に配置され、左側板３９１ａの左外側に第二取付部
材３４４を介して取り付けられる。第二取付部材３４４は側面視で一つの角部を切り欠い
た略矩形状に形成される。第二取付部材３４４の上部３４４ａ及び下部３４４ｂは、それ
ぞれ上下中途部から左側板３９１ａ側に向かって前面視略クランク状に屈曲されて、この
上下中途部と左側板３９１ａとの間に空間が生じるように、各端部で左側板３９１ａに当
接可能とされる。
【００６０】
　そして、アクチュエータ３４０及び第二ギヤアーム３４１が、第二取付部材３４４の上
下中途部と左側板３９１ａとの間に形成される前記空間に収容されつつ、第二取付部材３
４４の上下中途部の右内側に固定されたうえで、第二取付部材３４４の上部３４４ａ及び
下部３４４ｂの各端部が左側板３９１ａに当接した状態にボルト等により固定される。こ
れにより、アクチュエータ３４０及び第二ギヤアーム３４１が左側板３９１ａの左外側に
取り付けられることとなる。
【００６１】
　図１５（ａ）に示すように、調整レバー３４７は板状部材で構成される。調整レバー３
４７は、側面視で五角形状に形成され、その長手方向を略上下方向として前低後高状に傾
斜した状態で、左側第一枢支片３４５及び第二枢支片３４６の左側方に配置される。調整
レバー３４７は、その上端部で左側第一枢支片３４５の前後中途部に支軸３４７ａを介し
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て回動自在に支持されるとともに、その上下中途部で左側第二枢支片３４５の前後中途部
に回動自在に枢結される。調整レバー３４７の下端部には、ワイヤ３４３の他端部が前方
から連結される。つまり、調整レバー３４７の下端部が、第二ギヤアーム３４１の突出部
３４１ａとワイヤ３４３を介して連係される。
【００６２】
  また、調整レバー３４７の下端部には、ばね等からなる付勢部材３４８の一端部が後方
から連結される。そして、調整レバー３４７が、ワイヤ３４３の引張方向（前方向）とは
逆方向（後方向）に支軸３４７ａを介して回動するように、付勢部材３４８により付勢さ
れる。図１５（ｂ）に示すように、調整レバー３４７が付勢部材３４８の付勢力に従って
支軸３４７ａを中心に後方向へ回動するとき、各第二枢支片３４６・３４６が各第一枢支
片３４５・３４５に対して後方へ移動して、各フィン５３ａが左右両側の上端縁部を中心
に回動し、各フィン５３ａの角度が増大方向へ変化することとなる。
【００６３】
　このような構成において、アクチュエータ３４０の駆動により第二小径ギヤ３４０ａが
回動し、この第二小径ギヤ３４０ａと噛合する第二ギヤアーム３４１がその支軸３４７ａ
を中心に図１３における反時計回り方向に回動する場合、第二ギヤアーム３４１の突出部
３４１ａが下方へ移動して、調整レバー３４７の下端部がワイヤ３４３により付勢部材３
４８の付勢力に抗して前方へ引っ張られ、調整レバー３４７が支軸を中心に前方へ回動す
る。この調整レバー３４７の回動にともなって、各第二枢支片３４６・３４６が各第一枢
支片３４５・３４５に対して前方へ移動して、各フィン５３ａが左右両側の上端縁部を中
心に前方へ回動する。これにより、図１５（ａ）に示すように、各フィン５３ａの角度が
小さくなって、隣り合うフィン５３ａ・５３ａの間隔が狭まり、チャフシーブ５３の開度
が減少することとなる。
【００６４】
　一方、アクチュエータ３４０の駆動により第二小径ギヤ３４０ａが回動し、この第二小
径ギヤ３４０ａと噛合する第二ギヤアーム３４１がその支軸３４７ａを中心に図１３にお
ける時計回り方向に回動する場合、第二ギヤアーム３４１の突出部３４１ａが上方へ移動
して、ワイヤ３４３が緩み、調整レバー３４７が付勢部材３４８の付勢力に従って支軸３
４７ａを中心に後方向へ回動する。この調整レバー３４７の回動にともなって、各第二枢
支片３４６・３４６が各第一枢支片３４５・３４５に対して後方へ移動して、各フィン５
３ａが左右両側の上端縁部を中心に後方へ回動する。これにより、図１５（ｂ）に示すよ
うに、各フィン５３ａの角度が大きくなって、隣り合うフィン５３ａ・５３ａの間隔が広
がり、チャフシーブ５３の開度が増大することとなる。
【００６５】
　図４及び図５に示すグレンシーブ５４は、チャフシーブ５３の下方に配置されて、揺動
選別装置本体の前後中途部に支持される。ストローラック５５は、チャフシーブ５３の後
方でグレンシーブ５４の後上方に配置されて、揺動選別装置本体５０－１の後部に支持さ
れる。揺動選別装置５０（ストローラック５５）の後方、には、機体外部に連なる排出口
５０ａが配置される。
【００６６】
　風選別装置は、唐箕ファン５６、プレファン５７、セカンドファン５８及び吸引ファン
５９を備える。
【００６７】
　唐箕ファン５６は、前フィードパン５１の後部及び後フィードパン５２の下方に配置さ
れて、下部機枠１２の前部に左右方向に横設される。プレファン５７は、前フィードパン
５１の前部の下方で唐箕ファン５６の前上方に配置されて、下部機枠１２の前端部付近に
左右方向に横設される。セカンドファン５８は、チャフシーブ５３の後端部の下方で後述
の穀粒搬送装置の一番搬送装置６１と二番搬送装置６２との間に配置されて、下部機枠１
２の前後中途部に左右方向に横設される。
【００６８】
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　吸引ファン５９は、機体後部に配置されており、ストローラック５５の上方に配置され
て、下部機枠１２の後端部の上方で左右方向に横設される。吸引ファン５９は、上下方向
に所定間隔を空けて配置される上部吸引カバー５９ａと下部吸引カバー５９ｂとの間に設
けられている。上部吸引カバー５９ａ及び下部吸引カバー５９ｂの後端部は、吸引ファン
５９の後方に存在しており、機体外部に連なる排気口５９ｃを構成している。排気口５９
ｃは、排出口５０ａの上方に配置されており、下部吸引カバー５９ｂにより排出口５０ａ
と仕切られている。
【００６９】
　唐箕ファン５６、プレファン５７、セカンドファン５８及び吸引ファン５９は、エンジ
ン１１からの動力がそれぞれの回転軸に伝達されることによって、回転して選別風を発生
させる。前記選別風は、機体内部において後上方に流れ、そして吸引ファン５９に吸引さ
れた後に排気口５９ｃから機体外部に排出され、又は排出口５０ａから機体外部に排出さ
れる。
【００７０】
　穀粒搬送装置は、一番搬送装置６１、二番搬送装置６２、一番揚穀装置６３、二番還元
装置６４を備える。
【００７１】
　一番搬送装置６１は、唐箕ファン５６の後方であってチャフシーブ５３及びグレンシー
ブ５４の下方に配置され、下部機枠１２の前後中途部に左右方向に横設される。二番搬送
装置６２は、一番搬送装置６１及びセカンドファン５８の後方でストローラック５５の下
方に配置されて、下部機枠１２の後部に左右方向に横設される。
【００７２】
　一番揚穀装置６３は、一番搬送装置６１の右側方に配置されて、下部機枠１２の右外側
で上下方向に立設される。一番揚穀装置６３は、その下端部で一番搬送装置６１の右端部
と接続されるとともに、その上端部で穀粒貯溜部７のグレンタンク７１と接続される。
【００７３】
　二番還元装置６４は、二番搬送装置６２の右側方に配置されて、下部機枠１２の右外側
で前後方向に斜設される。二番還元装置６４は、その後下端部で二番搬送装置６２の右端
部と接続されるとともに、その前上端部で脱穀部４の扱室４４又は揺動選別装置５０の上
方の空間と接続される。
【００７４】
［II．脱穀、選別作業］
　このような構成において、脱穀及び選別作業が行われる際、脱穀部４では、刈取部３か
ら搬送されてきた刈取後の穀稈が、その株元でフィードチェン４１により受け継がれ、排
藁処理部８に向かって後方へ搬送される。この搬送中に、穀稈の穂先部が扱胴４２により
脱穀され、その穀粒や藁屑や塵埃を含む処理物が選別部５へ落下する過程で受網４５によ
り選別される。扱胴４２により脱穀されなかった藁くず等の未処理物は、扱室４４から送
塵口４０を介して処理室４６に搬送されたあと、処理胴４３により処理され、その処理物
が選別部５へ落下する過程で処理胴網４７により選別され選別部５に投入される。
【００７５】
　選別部５では、揺動選別装置本体が揺動機構により揺動されている状態で、脱穀部４の
受網４５から落下した処理物の層が前後フィードパン５１・５２により均平化されて、処
理物が比重選別される。前フィードパン５１による選別後のものが、チャフシーブ５３に
より粗選別される。後フィードパン５２による選別後のものが、グレンシーブ５４により
選別される。また、脱穀部４の受網４５、処理胴網４７から落下した処理物が、チャフシ
ーブ５３により粗選別される。チャフシーブ５３による選別後のものが、グレンシーブ５
４と唐箕ファン５６、プレファン５７及びセカンドファン５８からの選別風とにより精選
別される。
【００７６】
　チャフシーブ５３及びグレンシーブ５４から落下する穀粒や藁屑などが、唐箕ファン５
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６及びプレファン５７からの選別風により精選別される。このとき、比重が大きく重い穀
粒は、一番物として選別風に逆らって落下し、一番搬送装置６１に収容される。これより
も比重が小さく軽いものは、唐箕ファン５６及びプレファン５７からの選別風により、さ
らにはセカンドファン５８からの選別風により二番搬送装置６２の上方へ向けて飛ばされ
る。
【００７７】
　この飛ばされたものの中でも比較的重いもの、例えば枝梗付穀粒は、二番物として落下
し、二番搬送装置６２に収容される。これを除いたものは、唐箕ファン５６、プレファン
５７及びセカンドファン５８からの選別風によりストローラック５５へ向けてさらに飛ば
される。そのうちの藁屑は、ストローラック５５によりほぐされる。この藁屑の中にある
穀粒は、二番物として落下し、二番搬送装置６２に収容される。他の塵埃は、前記選別風
により排出口５０ａから機体外部に排出される。
【００７８】
　一番物は、一番搬送装置６１により一番揚穀装置６３に搬送され、つづいて一番揚穀装
置６３により穀粒貯溜部７のグレンタンク７１に搬送されて、グレンタンク７１に貯溜さ
れる。二番物は、二番搬送装置６２により二番還元装置６４に搬送され、つづいて二番還
元装置６４により脱穀部４の扱室４４又は揺動選別装置５０の上方空間へ搬送されて、脱
穀されて、又は脱穀されずに、揺動選別装置５０及び風選別装置により再選別される。
【００７９】
［III．走行部までの動力伝達経路］
　次に、図１６を用いて、コンバイン１におけるエンジン１１から走行部２（クローラ式
走行装置２１）まで（走行系）の動力の伝達経路について説明する。
【００８０】
　図１６に示すように、コンバイン１の走行系の動力の伝達経路には、走行用の油圧式無
段変速装置（以下、走行用ＨＳＴという。）１１０、操向用の油圧式無段変速装置（以下
、操向用ＨＳＴという。）１２０、伝動機構１４０が備えられる。
【００８１】
　走行用ＨＳＴ１１０には、可変容量型の走行ポンプ１１０Ｐ、固定容量型の走行モータ
１１０Ｍが備えられる。走行ポンプ１１０Ｐと走行モータ１１０Ｍとはそれぞれ油圧ポン
プと油圧モータとで構成され、互いに流体接続される。なお、走行ポンプ１１０Ｐと走行
モータ１１０Ｍとは少なくとも一方が可変容量型であればよい。
【００８２】
　走行ポンプ１１０Ｐには、走行ポンプ軸１１１、プランジャ、シリンダ、走行ポンプ容
量調整手段１１３が備えられる。走行ポンプ軸１１１はエンジン１１の出力軸と連動連結
され、シリンダは走行ポンプ軸１１１に相対回転不能に支持される。シリンダに複数のプ
ランジャが往復摺動可能に収納される。走行ポンプ容量調整手段１１３は可動斜板と制御
軸とを有し、制御軸にて可動斜板を傾転させることによりプランジャの往復摺動するスト
ロークが変更され、走行ポンプ１１０Ｐからの吐出量を変更することができるように構成
される。
【００８３】
　走行モータ１１０Ｍには、プランジャ、シリンダ、走行モータ軸１１５、固定斜板が備
えられる。シリンダは走行モータ軸１１５に相対回転不能に支持される。固定斜板は走行
モータ本体１１４に固定され、走行ポンプ１１０Ｐから送油される圧油により、プランジ
ャが押されてシリンダ及び走行モータ軸１１５を回転させる。
【００８４】
　走行用ＨＳＴ１１０は変速操作装置によって走行ポンプ容量調整手段１１３が操作可能
とされる。図１６又は図１７に示すように、変速操作装置には、人為操作可能な主変速操
作具としての主変速レバー９４、第一操作位置検出センサ９４ａ、走行ポンプ１１０Ｐ用
の作動装置である変速アクチュエータ１１６が備えられる。第一操作位置検出センサ９４
ａ、変速アクチュエータ１１６は、コンバイン１に備えられる後述の制御装置２００と接
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続される。
【００８５】
　主変速レバー９４は、操縦部９で運転席９１近傍に配置される。主変速レバー９４は、
中立位置から前進側又は後進側へと回動操作可能とされる。
【００８６】
　第一操作位置検出センサ９４ａは、主変速レバー９４の回動基部に設けられ、主変速レ
バー９４の回動角を主変速レバー９４の操作位置として検出可能とされる。また、変速ア
クチュエータ１１６は、本実施の形態においては、油圧シリンダ、電磁弁、この電磁弁を
作動させるソレノイド等から構成される。但し、変速アクチュエータ１１６は、特に限定
するものではなく、電動モータや電動シリンダ等で構成することも可能である。
【００８７】
　主変速レバー９４が中立位置から前進側又は後進側へ回動操作されると、その操作位置
が第一操作位置検出センサ９４ａにより検出され、変速アクチュエータ１１６のソレノイ
ドが制御装置２００により作動させられて、電磁弁が切り換えられる。この電磁弁の切り
換えによって、油圧シリンダが第一操作位置検出センサ９４ａの検出値に応じた長さに伸
縮され、走行ポンプ容量調整手段（可動斜板）１１３が中立位置から前進側又は後進側へ
傾転されて、走行ポンプ１１０Ｐの容量が変更される。
【００８８】
　こうして、走行用ＨＳＴ１１０では、走行ポンプ１１０Ｐの駆動時に、走行ポンプ容量
調整手段（可動斜板）１１３の傾転に応じて走行ポンプ１１０Ｐの容量が変更されること
によって、走行ポンプ１１０Ｐから走行モータ１１０Ｍへ吐出される作動油の吐出量及び
吐出方向が変更され、走行モータ軸１１５の回転方向が正又は逆方向に変更されるととも
に、回転数が無段階に変更される。
【００８９】
　図１６に示すように、操向用ＨＳＴ１２０には、可変容量型の操向ポンプ１２０Ｐ、固
定容量型の操向モータ１２０Ｍが備えられる。操向ポンプ１２０Ｐと操向モータ１２０Ｍ
とはそれぞれ油圧ポンプと油圧モータとで構成され、互いに流体接続される。すなわち、
操向ポンプ１２０Ｐには、操向ポンプ軸１２１、プランジャ、シリンダ、操向ポンプ容量
調整手段１２３が備えられる。操向モータ１２０Ｍには。プランジャ、シリンダ、操向モ
ータ軸１２５、固定斜板が備えられる。固定斜板は、操向モータ本体１２４に固定される
。なお、操向ポンプと操向モータとは少なくとも一方が可変容量型であればよい。
【００９０】
　走行部に係る伝動機構１４０は、一対の遊星ギヤ機構、即ち第一遊星ギヤ機構１５０ａ
及び第二遊星ギヤ機構１５０ｂ、走行用出力伝動機構１６０、操向用出力伝動機構１７０
が備えられる。
【００９１】
　第一遊星ギヤ機構１５０ａにおける各遊星ギヤ１５２はインターナルギヤ１５４の内歯
とサンギヤ１５１の外歯とに噛合するように両ギヤ間に介装され、キャリア１５３に回転
自在に軸支される。そして、キャリア１５３が第一出力軸１３０ａと固定される。サンギ
ヤ１５１は回転軸１５６に固定される。
【００９２】
　同様に、第二遊星ギヤ機構１５０ｂにおける各遊星ギヤ１５２はインターナルギヤ１５
４の内歯とサンギヤ１５１の外歯とに噛合するように両ギヤ間に介装され、キャリア１５
３に回転自在に軸支される。そして、キャリア１５３が第二出力軸１３０ｂと固定される
。
【００９３】
　走行用出力伝動機構１６０には、出力軸１６１、分岐軸１６５、第一走行用出力ギヤ列
１６６ａ、第二走行用出力ギヤ列１６６ｂ、歯車噛合式の副変速機構１６７、駐車用ブレ
ーキ装置１６２が備えられる。出力軸１６１は走行用ＨＳＴ１１０における走行モータ１
１０Ｍの走行モータ軸１１５と連動連結され、分岐軸１６５は出力軸１６１に副変速機構
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１６７を介して連動連結される。
【００９４】
　副変速機構１６７は走行用の走行モータ軸１１５の回転動力を出力軸１６１と分岐軸１
６５との間で多段変速させることができるように構成される。なお、本実施形態において
は、副変速機構を、作業用の低速段と走行用の高速段とに変速可能となるように構成して
いるが、三段以上に変速可能となるように構成してもよい。
【００９５】
　副変速機構１６７には、高速駆動ギヤ１６７ａ及び低速駆動ギヤ１６７ｂと、高速従動
ギヤ１６７ｃ及び低速従動ギヤ１６７ｄと、走行系シフタ１６７ｅと、伝動軸１６７ｆと
が備えられる。副変速機構１６７は、副変速操作装置によって操作可能とされており、副
変速操作装置には、人為操作可能な副変速操作具としての副変速レバー９５と、第二操作
位置検出センサ９５ａとが備えられる。
【００９６】
　なお、走行モータ１１０Ｍの走行モータ軸１１５にはＰＴＯプーリ１１８が固定され、
このＰＴＯプーリ１１８から走行モータ１１０Ｍの回転動力が刈取部３の伝動機構に伝達
可能とされる。
【００９７】
　第一走行用出力ギヤ列１６６ａは分岐軸１６５の回転動力を第一遊星ギヤ機構１５０ａ
のインターナルギヤ１５４に伝達し、第二走行用出力ギヤ列１６６ｂは分岐軸１６５の回
転動力を第二遊星ギヤ機構１５０ｂのインターナルギヤ１５４に伝達することができるよ
うに構成される。第一走行用出力ギヤ列１６６ａと第二走行用出力ギヤ列１６６ｂの各伝
動方向及び伝動比は、互いに同一に設定される。
【００９８】
　駐車用ブレーキ装置１６２は、ブレーキ軸１６３、ブレーキユニット１６４を有し、ブ
レーキ軸１６３により出力軸１６１から回転動力を受けて分岐軸１６５へ出力し、ブレー
キユニット１６４によりブレーキ軸１６３に対して選択的に制動力を付加することができ
るように構成される。
【００９９】
　操向用出力伝動機構１７０には、出力軸１７１、共通軸１７２、第一操向用出力ギヤ列
１７３ａ、第二操向用出力ギヤ列１７３ｂ、クラッチ装置１７５、操向用ブレーキ装置１
７４が設けられる。
【０１００】
　このような構成において主変速レバー９４が中立位置から回動操作されて走行用ＨＳＴ
１１０の走行モータ１１０Ｍが駆動する場合、走行モータ１１０Ｍの回転動力が、走行モ
ータ軸１１５から、走行用出力伝動機構１６０の出力軸１６１、分岐軸１６５、第一及び
第二走行用出力ギヤ列１６６ａ・１６６ｂ、第一及び第二遊星ギヤ機構１５０ａ・１５０
ｂのインターナルギヤ１５４、遊星ギヤ１５２、キャリア１５３の順に各部材に伝達され
、ついで第一及び第二出力軸１３０ａ・１３０ｂに伝達される。
【０１０１】
　この回転動力の伝達によって、第一出力軸１３０ａと第二出力軸１３０ｂとが同一回転
数で回転され、ひいては左右の各クローラ式走行装置２１に備えられた駆動輪が同一回転
方向に同一回転数で回転される。その結果、左右のクローラ式走行装置２１が駆動し、機
体が直進走行することとなる。
【０１０２】
　第一出力軸１３０ａと第二出力軸１３０ｂとの互いの反対方向回転により左右一方のク
ローラ式走行装置２１の駆動輪が正又は逆方向へ回転され、左右他方のクローラ式走行装
置２１の駆動輪が逆又は正方向へ回転される。その結果、左右のクローラ式走行装置２１
が駆動され、その場で機体のスピンターン旋回が行われる。これにより、例えば圃場や枕
地での方向転換が可能とされる。
【０１０３】
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［IV．制御装置］
　以下では、図４乃至図６、図８及び図１７を用いて、コンバイン１の制御に関する構成
について説明する。
【０１０４】
　図１７に示すように、コンバイン１は制御装置２００を具備する。また、制御装置２０
０は、送塵弁４４ａ、チャフシーブ５３、第一操作位置検出センサ９４ａ、第二操作位置
検出センサ９５ａ、操向位置検出センサ９２ａ、第一閾値調節ダイヤル９６の操作位置を
検出する第一ダイヤル位置検出センサ９６ａ、第二閾値調節ダイヤル９７の操作位置を検
出する第二ダイヤル位置検出センサ９７ａ、走行速度検出センサ２０１、扱胴ロスセンサ
２０２、揺動ロスセンサ２０３、変速アクチュエータ１１６及び操向アクチュエータ１２
６、表示装置３００が接続される。
【０１０５】
　制御装置２００は、コンバイン１の任意の位置に設けられ、中央処理装置、記憶装置等
により構成される。
【０１０６】
　制御装置２００には、送塵弁４４ａ、チャフシーブ５３、第一操作位置検出センサ９４
ａ、第二操作位置検出センサ９５ａ、操向位置検出センサ９２ａ、第一閾値調節ダイヤル
９６の操作位置を検出する第一ダイヤル位置検出センサ９６ａ、第二閾値調節ダイヤル９
７の操作位置を検出する第二ダイヤル位置検出センサ９７ａ、走行速度検出センサ２０４
、扱胴ロスセンサ２０２、揺動ロスセンサ２０３、変速アクチュエータ１１６及び操向ア
クチュエータ１２６が接続される。
【０１０７】
　本発明に係る制御は、扱胴ロスセンサ２０２と揺動ロスセンサ２０３により算出された
ロス量をロス量目標範囲に収めるために脱穀を最適な状態に調整することにあり、扱胴ロ
スセンサ２０２と揺動ロスセンサ２０３により算出されたロス量によってフィードバック
制御を行い送塵弁４４ａやチャフシーブ５３や車速を制御してロス量目標範囲にロス量を
納めるように調整することにある。
【０１０８】
　以下に、かかる制御作動を行うための制御装置に接続した送塵弁４４ａ、チャフシーブ
５３、扱胴ロスセンサ２０２、揺動ロスセンサ２０３、走行速度検出センサ２０４等を制
御することによりロス量を可及的に減少させる制御態様を詳細に説明する。
【０１０９】
　すなわち、各送塵弁４４ａは、アクチュエータ４４ｆを介して制御装置２００に接続さ
れており、アクチュエータ４４ｆを駆動することにより各送塵弁４４ａを回動可能に構成
される。
【０１１０】
　更に、チャフシーブ５３（各フィン５３ａ）は、アクチュエータ３４０を介して制御装
置２００に接続されており、アクチュエータ３４０を駆動することにより、各フィン５３
ａを回動して、隣り合うフィン５３ａ間の隙間寸法（フィン開度）を変更可能に構成され
る。
【０１１１】
　扱胴ロスセンサ２０２は、処理室４６の処理胴網４７の終端部から漏下する穀粒の量を
検出するものであり、図６及び図８に示すように、平板状の感圧センサにより構成され処
理室４６の側壁４６ａに固定される。
　ここで、処理室から処理される穀稈、穀粒が扱胴ロスセンサ２０２に至ってロス量が検
出される過程を説明する。
【０１１２】
　すなわち、脱穀部４で刈取部３から搬送されてきた刈取後の穀稈はその株元でフィード
チェン４１により受け継がれ、排藁処理部８に向かって後方へ搬送されるものであるが、
この搬送中に、穀粒や藁屑や塵埃を含む処理物が選別部５へ落下する過程で受網４５によ
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り選別され、扱胴４２により脱穀されなかった藁くず等の未処理物は、扱室４４から送塵
口４０を介して処理室４６に搬送されるように構成されている。
【０１１３】
　そして、処理胴４３により処理されるとその処理物が選別部５へ落下する過程で処理胴
網４７により選別され処理胴網４７から選別部５に投入される。
【０１１４】
　扱胴ロスセンサ２０２は、方形箱状のケースに形成されて重量質の穀粒の接触負荷に伴
う負荷感知によって穀粒の量を感知することができるように構成されている。
　このような処理室４６において、扱胴ロスセンサ２０２は、処理胴４３の終端部近傍の
側壁４６ａに配置される（図４乃至図６及び図８参照）。
【０１１５】
　また、扱胴ロスセンサ２０２は、上下（高さ）方向において処理胴網４７下の高さに位
置するように、処理室４６の右側壁４６ａに固定される（図６参照）。
【０１１６】
　当該扱胴ロスセンサ２０２は、検出面を左方（処理胴４３の方向）に向けた状態で配置
される。このように、扱胴ロスセンサ２０２を処理室４６の側壁４６ａに固定することで
、当該扱胴ロスセンサ２０２の検出面に処理物等が堆積するのを防止し、検出精度の低下
を防止することができる。
　なお、脱穀作業が行われる場合、処理胴４３は正面視において時計回りに回転し、当該
処理胴４３の下側と処理胴網４７との間で未処理物が脱穀処理される。
【０１１７】
　処理胴４３により処理されるとその処理物が選別部５へ落下する過程で処理胴網４７に
より選別され処理胴網４７から選別部５に投入される。
【０１１８】
　このとき、処理胴網４７の終端部から漏下する穀粒は、処理胴４３の回転により処理胴
網４７の右方へと飛ばされて扱胴ロスセンサ２０２に接触する。これにより、扱胴ロスセ
ンサ２０２は漏下する穀粒の量を検出することができる。
【０１１９】
　また、揺動ロスセンサ２０３は、揺動選別装置５０の後部（ストローラック５５）から
落下する穀粒の量、すなわち穀粒のロス量を検出するものである。
　図４乃至図８に示すように、揺動ロスセンサ２０３は、例えば感圧センサにより構成さ
れ、揺動選別装置５０の後部（ストローラック５５下方）に配置されており、ストローラ
ック５５から落下する穀粒が接触可能な位置に配置されている。
　揺動ロスセンサ２０３は、横方向に伸延したローラ状のセンサ本体２０３ａを構成して
おり、その一端に感圧センサ２０３ｂを付設し、センサ本体２０３ａに穀粒が接触したと
きにセンサ本体２０３ａが感圧センサ２０３ｂで穀粒の量を検出する。なお、図８中符号
２０３ｃはセンサ本体２０３ａを支持するヘ字形の支持プレートである。
【０１２０】
　コンバイン１においては、作業（刈取作業、脱穀作業、及び選別作業）が行われる場合
、藁屑に混じった穀粒や、枝梗に付着したままの穀粒が、揺動選別装置５０の揺動や前記
風選別装置の選別風により後方へ送られ、ストローラック５５によりほぐされて落下する
ことがある。このとき、落下する穀粒は、揺動ロスセンサ２０３に接触する。
　これにより、揺動ロスセンサ２０３は、揺動選別装置５０の後部（ストローラック５５
）から落下する穀粒の量（ロス量）を検出することができる。
　揺動選別装置５０の後部から落下した穀粒は、二番還元装置６４により脱穀部４の扱室
４４へ搬送され、そして再度、扱室４４内を送出され、又は、二番還元装置６４により揺
動選別装置５０の上方空間へ搬送され、そして再度、揺動選別装置５０及び風選別装置に
より選別される。
　なお、揺動選別装置５０の後部（ストローラック５５）から落下する穀粒の量（ロス量
）は、扱胴４２による穀稈の脱穀が円滑に行われず、受網４５の終端部から漏下する穀粒
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の量が増大する場合や、揺動選別装置５０のチャフシーブ５３のフィン開度が小さすぎる
ために、フィン間から穀粒が円滑に落下しない場合は、増大する傾向にある。
【０１２１】
　なお、扱胴ロスセンサ２０２・揺動ロスセンサ２０３に換えて、発光素子及び受光素子
を有する光センサを用い、発光素子及び受光素子の間を通過する穀粒の量を検出するよう
に構成してもよい。また、扱胴ロスセンサ２０２・揺動ロスセンサ２０３に換えて、発信
器及び受信機を有する超音波センサを用い、発信器及び受信機の間を通過する穀粒の量を
検出するように構成してもよい。
【０１２２】
　また、各ロスセンサにより算出されたロス値をロス量目標範囲に収めるために予め送塵
弁やチャフシーブや車速をフィードバック制御する場合のロス量目標範囲の初期設定は任
意に調整可能としている。すなわち、ロス量目標値は予め設定された基準設定値と作業者
が圃場の環境によって任意に調整設定する任意設定値とがあり、作業者の選択でロス量目
標値を設定できるように構成したことにより、例えば、コンバインメーカーの基準設定値
として予め設定されている状況で作業している中で圃場環境などの作業状況を勘案して作
業者の経験と熟練により異なる設定値でロス量目標値を変動したいと思う時には作業者が
任意に基準設定値を変更してロス量目標値を任意設定値とすることができるためロス制御
を最適の状況で行えて脱穀ロスを可及的に減少する作業を行える効果がある。
　なお、ここで作業者の選択でロス量目標値を任意に設定するための操作機構としては運
転席の操作ハンドルの中央に設置した液晶パネルをタッチパネルとしてロス量目標値を任
意の設定値に変更できるように構成することができ、或いは、運転席の近傍の操作パネル
に数値表示のダイヤル操作部を設置してこのダイヤル操作部によりロス量目標値を任意に
設定することができるように構成する。
 
扱胴ロスセンサ２０２に関しては、扱胴ロスセンサ２０２の検出値の閾値（第一閾値）を
設定するために操縦部９の運転席９１近傍に第一閾値調節ダイヤル９６が配置され、第一
閾値調節ダイヤル９６は、所定の角度範囲内で回動操作可能とされる。
【０１２３】
　また、揺動ロスセンサ２０３に関しては、揺動ロスセンサ２０３の検出値の閾値（第二
閾値）を設定するために操縦部９の運転席９１近傍に第二閾値調節ダイヤル９７が配置さ
れ、第二閾値調節ダイヤル９７は、所定の角度範囲内で回動操作可能とされる。
【０１２４】
　走行速度検出センサ２０４は、コンバイン１の走行速度を検出するものであり、コンバ
イン１の走行系の動力の伝達経路における適宜の軸やギヤの回転速度を走行速度として検
出することができるように構成される。
【０１２５】
［Ｖ．制御装置２００の制御の態様］
　以下では、図１８を用いて、コンバイン１による作業（刈取作業、脱穀作業、及び選別
作業）中における制御装置２００の制御の態様について説明する。
【０１２６】
　本発明の制御態様の基本は、ロス量が目標範囲を超過した場合は送塵弁４４ａをまず調
整し、測定ロス量が目標範囲内に収まることができない送塵弁制限値に達したら、次いで
チャフシーブ５３を調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まることができないチャフシー
ブ制限値に達したら、次いで車速を調整するように制御することにあり、他方、ロス量が
目標範囲を下回った場合は車速を調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まることができな
い車速制限値に達したら、次いでチャフシーブ５３を調整し、測定ロス量が目標範囲内に
収まることができないチャフシーブ制限値に達したら、次いで送塵弁４４ａを調整するよ
うに制御したことを特徴とする。
【０１２７】
　更には、前記制御装置２００は、前記扱胴ロスセンサ２０２の検出値が所定の第一閾値
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以上になった場合に、送塵弁４４ａにより穀粒の送出量を減少させるように制御し、また
、車速を下げるように制御し、前記揺動ロスセンサ２０３の検出値が所定の第二閾値以上
になった場合に、前記チャフシーブ５３のフィン開度を増加させるように制御することに
も特徴を有する。
【０１２８】
　なお、本実施形態では、作業者は、第一閾値調節ダイヤル９６により第一閾値をＱｔに
設定し、第二閾値調節ダイヤル９７により第二閾値をＲｔに設定していることとし、第一
閾値Ｑｔ・第二閾値Ｒｔの大きさは、作業条件等に応じて作業者が適宜決定することとす
る。
【０１２９】
　以下具体的な制御の態様について説明する。
　図１８のステップＳ１０１において、制御装置２００は、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ未
満であり、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満であるか否かを判定する。
　検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ未満であり、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満である場
合、制御装置２００はステップＳ２３１に移行し、それ以外の場合はステップＳ１０２に
移行する。
【０１３０】
　ステップＳ１０２において、制御装置２００は、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ以上であり
、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満であるか否かを判定する。
　検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ以上であり、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満である場
合、制御装置２００はステップＳ１０３に移行し、それ以外の場合はステップＳ１０４に
移行する。
【０１３１】
　ステップＳ１０３において、制御装置２００は、各送塵弁４４ａにより穀粒の送出量を
減少させる制御を行う。
【０１３２】
　制御装置２００による各送塵弁４４ａの制御は、各送塵弁４４ａをアクチュエータ４４
ｆにより一方向に回動して、各送塵弁４４ａの位相を、扱胴ロスセンサ２０２の検出値Ｑ
ｄが第一閾値Ｑｔとなったときの位相よりも、前記一方向側にずらすことによって行われ
る。
　これにより、扱胴４２による脱穀時において、扱胴４２の外周面に沿って、後方へ向か
って螺旋状に送出される穀粒が、各送塵弁４４ａに当接して前方へ案内されて、扱室４４
の後部へ送出される穀粒の量が減少するので、扱胴ロスセンサ２０２の検出値Ｑｄが減少
する。制御装置２００は、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ未満になるまで、各送塵弁４４ａの
制御を継続する。
【０１３３】
　ステップＳ１０４において、制御装置２００は、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ未満であり
、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ以上であるか否かを判定する。検出値Ｑｄが第一閾値
Ｑｔ未満であり、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ以上である場合、制御装置２００はス
テップＳ１０５に移行し、それ以外の場合はステップＳ１０６に移行する。
【０１３４】
　ステップＳ１０５において、制御装置２００は、隣り合うフィン５３ａ間の隙間寸法、
すなわちチャフシーブ５３のフィン開度を増加させる。
【０１３５】
　制御装置２００によるフィン開度の制御は、各フィン５３ａをアクチュエータ３４０に
より回動して、各フィン５３ａの傾斜角度を、揺動ロスセンサ２０３の検出値Ｒｄが第二
閾値Ｒｔとなったときの角度よりも、増大させることによって行われる。
　これにより、各フィン５３ａ間から穀粒が落下しやすくなり、各フィン５３ａ間から穀
粒が円滑に落下するので、揺動ロスセンサ２０３の検出値Ｒｄが減少する。制御装置２０
０は、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満になるまで、フィン開度の制御を継続する。
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【０１３６】
　ステップＳ１０６において、すなわち、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ以上であり、かつ、
検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ以上である場合においては、制御装置２００は、コンバイン１
の車速Ｖを下げる制御を行う。
【０１３７】
　制御装置２００による車速Ｖを減少させる制御は、車速Ｖを、扱胴ロスセンサ２０２の
検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔとなったときの車速Ｖ１以下に制限することによって行われる
。
　すなわち、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔに達した場合、作業者が主変速レバー９４を増速
側へ回動操作しても、制御装置２００はコンバイン１の車速ＶがＶ１以上に増加しないよ
うに制御する。
　これにより、刈取部３による穀稈の刈り取り量が減少し、扱胴４２による穀稈の脱穀が
円滑に行われるようになるので、扱胴ロスセンサ２０２の検出値Ｑｄが減少する。制御装
置２００は、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ未満になるまで、車速Ｖの制御を継続する。
【０１３８】
　検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ未満であり、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満である場
合、制御装置２００はステップＳ２３１に移行する。このステップにおいては、ロス量が
目標範囲を下回っているため、まず車速を調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まること
ができない車速制限値に達したら、次いでチャフシーブを調整し、測定ロス量が目標範囲
内に収まることができないチャフシーブ制限値に達したら、次いで送塵弁を調整するよう
に制御する。制御の態様はロス量が目標範囲を上回っている場合の制御態様の順番の逆態
様で処理される。
【０１３９】
　以上にように構成することで、上記Ｓ１０６に示すように、揺動ロスセンサ２０３の検
出値が大きい場合、すなわち穀粒のロス量が多い場合で、さらに扱胴ロスセンサ２０２の
検出値も大きいときには、穀粒のロス量の増加の原因は、受網４５の後端部から漏下する
穀粒の量が多いことによるものであるとともに、チャフシーブ５３のフィン開度が小さす
ぎることによるものであると判断することが可能である。
【０１４０】
　これに対し、上記Ｓ１０５に示すように、揺動ロスセンサ２０３の検出値が大きい場合
で、扱胴ロスセンサ２０２の検出値が小さいときには、穀粒のロス量の増加の原因は、チ
ャフシーブ５３のフィン開度が小さすぎることによるものであり、受網４５の後端部から
漏下する穀粒の量によるものではないと判断することが可能である。
【０１４１】
　また、上記Ｓ１０３に示すように、揺動ロスセンサ２０３の検出値が小さい場合でも、
扱胴ロスセンサ２０２の検出値が大きいときには、扱胴４２による穀稈の脱穀が円滑に行
われておらず、今後揺動ロスセンサ２０３の検出値（穀粒のロス量）が増加する可能性が
あると判断することが可能である。
　従って、扱胴ロスセンサ２０２と揺動ロスセンサ２０３とにより、穀粒のロス量が増加
する原因を精度よく特定することが可能となり、そのロスへの対応が容易に図れる。
【０１４２】
　また、制御装置２００により扱胴ロスセンサ２０２及び揺動ロスセンサ２０３の検出値
に応じた制御が行われることによって、穀粒のロス量の増加を的確に抑制することが可能
となる。
【０１４３】
　上記のように、扱胴ロスセンサ２０２と揺動ロスセンサ２０３により穀粒のロス量を可
及的に減少して十分な穀粒の脱穀回収を行うようにしている。しかも、各ロスセンサ２０
２,２０３からの検出値に応じてロス値をロス量目標範囲内に収めるために制御装置２０
０を介して、送塵弁４４ａやチャフシーブ５３や車速をフィードバック制御する。
【０１４４】
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［他の実施例］
　また、他の実施例としては、前記ロスセンサ２０２，２０３のロス量により算出された
ロス値に基づき前記送塵弁４４ａ及びチャフシーブ５３の開閉作動を一定の範囲でフィー
ドバック制御してロス量を目標範囲に収めるべく構成した前述のコンバインにおいて、こ
の送塵弁４４ａ及びチャフシーブ５３の各開閉作動と前記ロスセンサ２０２，２０３のロ
ス値との相関関係を各センサの多角的なロス値変化に基づき、第１パターンから第５パタ
ーンで制御を行う。
【０１４５】
　すなわち、具体的には、第１パターンは扱胴ロスセンサ２０２及び揺動ロスセンサ２０
３の検出値がロス量目標範囲を超過した場合には、前記送塵弁４４ａは基準開度位置で停
止するべく構成すると共に、チャフシーブ５３は基準の開度位置から開放方向に作動する
べく構成している。
【０１４６】
　第２パターンは、扱胴ロスセンサ２０２の検出値がロス量目標範囲を超過すると同時に
、揺動ロスセンサ２０３の検出値がロス量が目標範囲を下回った場合には、前記送塵弁４
４ａは基準の開度位置から閉塞方向に作動するべく構成すると共に、チャフシーブ５３は
基準の開度位置状態で停止するべく構成した。
【０１４７】
　第３パターンは、扱胴ロスセンサ２０２の検出値がロス量目標範囲を下回ると同時に、
揺動ロスセンサ２０３の検出値がロス量が目標範囲を超過した場合には、前記送塵弁４４
ａは基準の開度位置から閉塞方向に作動するべく構成すると共に、チャフシーブ５３は基
準の開度位置から開放方向に作動するべく構成した。
【０１４８】
　第４パターンは、扱胴ロスセンサ２０２及び揺動ロスセンサ２０３の検出値がロス量目
標範囲を下回った場合には、前記送塵弁４４ａは開放作動してチャフシーブ５３は基準の
開度位置で停止状態となるべく構成した。
【０１４９】
　第５パターンは、扱胴ロスセンサ２０２及び揺動ロスセンサ２０３の検出値がロス量目
標範囲を極少量下回った場合には、前記送塵弁４４ａは基準の開度位置から開放方向に作
動するべく構成すると共に、チャフシーブ５３は基準の開度位置で停止状態となるべく構
成した。
【０１５０】
　このように構成することにより、多種多様な脱穀や選別状況に応じて送塵弁４４ａやチ
ャフシーブ５３の開度を基準開度から開放方向或いは閉塞方向に微妙に作動調整して正確
に脱穀ロスの減少を図ることができる効果がある。
【０１５１】
　また、各センサの感知したロス量を目標範囲を超過した場合と下回った場合とに区画し
ながらそれぞれに対応して送塵弁４４ａやチャフシーブ５３の開度を制御装置２００を介
して調整するために複雑なロス対応の作動調整が自動的に行える効果がある。
【０１５２】
　以下では、上記の他の実施例に基づき各パターンの制御について説明する。
【０１５３】
　なお、前記送塵弁４４ａ及びチャフシーブ５３はそれぞれ制御装置２００に接続し、前
記ロスセンサ２０２,２０３は、刈り取った穀稈の処理経路、すなわち、処理胴４３の終
端に配設しており、しかも、前記ロスセンサは、前記処理胴４３の受網の終端部から漏下
する穀粒のロス量を検出する扱胴ロスセンサ２０２と、前記揺動選別装置５０の後部から
落下する穀粒の量を検出すべく揺動選別流路終端を横断する状態で略筒状の揺動ロスセン
サ２０３とより構成している。
【０１５４】
　・第１パターン
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　扱胴ロスセンサ２０２及び揺動ロスセンサ２０３の検出値がロス量目標範囲を超過した
場合には、前記送塵弁４４ａは基準の開度位置で停止し、チャフシーブ５３は基準の開度
位置から開放方向に作動する。
【０１５５】
　・第２パターン
　扱胴ロスセンサ２０２の検出値がロス量目標範囲を超過すると同時に、揺動ロスセンサ
２０３の検出値がロス量が目標範囲を下回った場合には、前記送塵弁４４ａは基準の開度
位置から閉塞方向に作動し、チャフシーブ５３は基準の開度位置状態で停止する。
【０１５６】
　・第３パターン
　扱胴ロスセンサ２０２の検出値がロス量目標範囲を下回ると同時に、揺動ロスセンサ２
０３の検出値がロス量が目標範囲を超過した場合には、前記送塵弁４４ａは基準の開度位
置から閉塞方向に作動し、チャフシーブ５３は基準の開度位置から開放方向に作動する。
【０１５７】
　・第４パターン
　扱胴ロスセンサ２０２及び揺動ロスセンサ２０３の検出値がロス量目標範囲を下回った
場合には、前記送塵弁４４ａは開放作動し、チャフシーブ５３は基準の開度位置で停止状
態とする。
【０１５８】
　・第５パターン
　扱胴ロスセンサ２０２及び揺動ロスセンサ２０３の検出値がロス量目標範囲を極少量下
回った場合には、前記送塵弁４４ａは基準の開度位置から開放方向に作動し、チャフシー
ブ５３は基準の開度位置で停止状態となる。
【０１５９】
　このような制御態様によって、多種多様な脱穀や選別状況に応じて送塵弁４４ａやチャ
フシーブ５３の開度を基準開度から開放方向或いは閉塞方向に微妙に作動調整して正確に
脱穀ロスの減少を図ることができるものである。
【０１６０】
　更には、各センサの感知したロス量を目標範囲を超過した場合と下回った場合とに区画
しながらそれぞれに対応して送塵弁４４ａやチャフシーブ５３の開度を調整するために複
雑なロス対応の作動調整が自動的に行える。
【０１６１】
　これらの各パターンを模式的に一覧表として説明する。
【０１６２】
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【表１】

【０１６３】
　上記した他の実施例の各パターンにおいて、送塵弁４４ａやチャフシーブ５３の開度を
調整するとは予め設定した基準開度位置を基準にしてその開度より開放方向に作動したり
、閉塞方向に作動することを言う。
【０１６４】
　例えば、送塵弁４４ａでは、閉塞から開放までの弁作動幅範囲を５区分に区画してその
作動幅範囲の５分の３から５分の４までの弁作動幅範囲を制御作動範囲としており、５分
の３の位置への弁作動を閉塞作動としており、５分の４の位置への弁作動を開放作動とし
ている。
【０１６５】
　また、チャフシーブ５３ではフィンの閉塞から開放までの作動幅範囲を７区分に区画し
てその作動幅範囲の７分の４から７分の７までのフィン作動幅範囲を制御作動範囲として
おり、７分の４の位置へのフィン作動を閉塞作動としており、７分の７の位置へのフィン
作動を開放作動としている。
【０１６６】
　通常は、送塵弁４４ａが５分の３の位置にある状態が刈り始めのスタートであり、チャ
フシーブ７分の４の位置にある状態が刈り始めのスタートである。
【０１６７】
　なお、本発明の他の実施例の制御態様は、ロス量が目標範囲を超過した場合は送塵弁４
４ａをまず調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まることができない送塵弁制限値に達し
たら、次いでチャフシーブ５３を調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まることができな
いチャフシーブ制限値に達したら、次いで車速を調整するように制御している。
【０１６８】
　他方、ロス量が目標範囲を下回った場合は超過した場合と反対の順序で車速を調整し、
測定ロス量が目標範囲内に収まることができない車速制限値に達したら、次いでチャフシ
ーブ５３を調整し、測定ロス量が目標範囲内に収まることができないチャフシーブ制限値
に達したら、次いで送塵弁４４ａを調整するように制御する。
【０１６９】
　この他の実施例では、前記制御装置２００は、前記扱胴ロスセンサ２０２の検出値が所
定の第一閾値以上になった場合に、送塵弁４４ａにより穀粒の送出量を減少させるように
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制御し、また、車速を下げるように制御し、前記揺動ロスセンサ２０３の検出値が所定の
第二閾値以上になった場合に、前記チャフシーブ５３のフィン開度を増加させるように制
御する。
【０１７０】
　なお、作業者は、第一閾値調節ダイヤル９６により第一閾値をＱｔに設定し、第二閾値
調節ダイヤル９７により第二閾値をＲｔに設定することとし、第一閾値Ｑｔ・第二閾値Ｒ
ｔの大きさは、作業条件等に応じて作業者が適宜決定するものである。
【０１７１】
　以下、他の実施例の具体的な制御態様をフローチャートに従って説明する。
【０１７２】
　図１８のステップＳ１０１において、制御装置２００は、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ未
満であり、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満であるか否かを判定し、検出値Ｑｄが第
一閾値Ｑｔ未満であり、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満である場合（パターン４に
該当する）、制御装置２００はステップＳ２０１に移行し、それ以外の場合はステップＳ
１０２に移行する。
【０１７３】
　ステップＳ１０２において、制御装置２００は、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ以上であり
、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満であるか否かを判定して、検出値Ｑｄが第一閾値
Ｑｔ以上であり、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満である場合（パターン２に該当す
る）、制御装置２００はステップＳ１０３に移行し、それ以外の場合はステップＳ１０４
に移行する。
【０１７４】
　ステップＳ１０３において、制御装置２００は、各送塵弁４４ａにより穀粒の送出量を
減少させる制御を行う。
【０１７５】
　制御装置２００による各送塵弁４４ａの制御は、各送塵弁４４ａをアクチュエータ４４
ｆにより一方向に回動して、各送塵弁４４ａの位相を、扱胴ロスセンサ２０２の検出値Ｑ
ｄが第一閾値Ｑｔとなったときの位相よりも、前記一方向側にずらすことによって行われ
る。
【０１７６】
　これにより、扱胴４２による脱穀時において、扱胴４２の外周面に沿って、後方へ向か
って螺旋状に送出される穀粒が、各送塵弁４４ａに当接して前方へ案内されて、扱室４４
の後部へ送出される穀粒の量が減少するので、扱胴ロスセンサ２０２の検出値Ｑｄが減少
する。制御装置２００は、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ未満になるまで、各送塵弁４４ａの
制御を継続する。
【０１７７】
　ステップＳ１０４において、制御装置２００は、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ未満であり
、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ以上であるか否かを判定し、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑ
ｔ未満であり、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ以上である場合（パターン３に該当する
）、制御装置２００はステップＳ１０５に移行し、それ以外の場合はステップＳ１０６に
移行する。
【０１７８】
　ステップＳ１０５において、制御装置２００は、隣り合うフィン５３ａ間の隙間寸法、
すなわちチャフシーブ５３のフィン開度を増加させる。
　制御装置２００によるフィン開度の制御は、各フィン５３ａをアクチュエータ３４０に
より回動して、各フィン５３ａの傾斜角度を、揺動ロスセンサ２０３の検出値Ｒｄが第二
閾値Ｒｔとなったときの角度よりも、増大させることによって行われる。
【０１７９】
　これにより、各フィン５３ａ間から穀粒が落下しやすくなり、各フィン５３ａ間から穀
粒が円滑に落下するので、揺動ロスセンサ２０３の検出値Ｒｄが減少する。制御装置２０
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０は、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満になるまで、フィン開度の制御を継続する。
【０１８０】
　ステップＳ１０６において、すなわち、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ以上であり、かつ、
検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ以上である場合（パターン１に該当する）においては、制御装
置２００は、コンバイン１の車速Ｖを下げる制御を行う。
　制御装置２００による車速Ｖを減少させる制御は、車速Ｖを、扱胴ロスセンサ２０２の
検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔとなったときの車速Ｖ１以下に制限することによって行われる
。
【０１８１】
　すなわち、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔに達した場合、作業者が主変速レバー９４を増速
側へ回動操作しても、制御装置２００はコンバイン１の車速ＶがＶ１以上に増加しないよ
うに制御する。
【０１８２】
　これにより、刈取部３による穀稈の刈り取り量が減少し、扱胴４２による穀稈の脱穀が
円滑に行われるようになるので、扱胴ロスセンサ２０２の検出値Ｑｄが減少する。制御装
置２００は、検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ未満になるまで、車速Ｖの制御を継続する。
【０１８３】
　検出値Ｑｄが第一閾値Ｑｔ未満であり、かつ、検出値Ｒｄが第二閾値Ｒｔ未満である場
合（パターン４に該当する）、制御装置２００はステップＳ２０１に移行する。このステ
ップにおいては、ロス量が目標範囲を下回っているため、まず車速を調整し、測定ロス量
が目標範囲内に収まることができない車速制限値に達したら、次いでチャフシーブを調整
し、測定ロス量が目標範囲内に収まることができないチャフシーブ制限値に達したら、次
いで送塵弁を調整するように制御する。
【０１８４】
　制御の態様はロス量が目標範囲を上回っている場合の制御態様の順番の逆態様で処理さ
れる。
【０１８５】
　以上にように構成することで、上記Ｓ１０６に示すように、揺動ロスセンサ２０３の検
出値が大きい場合、すなわち穀粒のロス量が多い場合で、さらに扱胴ロスセンサ２０２の
検出値も大きいとき（パターン１に該当する）には、穀粒のロス量の増加の原因は、受網
４５の後端部から漏下する穀粒の量が多いことによるものであるとともに、チャフシーブ
５３のフィン開度が小さすぎることによるものであると判断することが可能である。
【０１８６】
　これに対し、上記Ｓ１０５に示すように、揺動ロスセンサ２０３の検出値が大きい場合
で、扱胴ロスセンサ２０２の検出値が小さいとき（パターン３に該当する）には、穀粒の
ロス量の増加の原因は、チャフシーブ５３のフィン開度が小さすぎることによるものであ
り、受網４５の後端部から漏下する穀粒の量によるものではないと判断することが可能で
ある。
【０１８７】
　また、上記Ｓ１０３に示すように、揺動ロスセンサ２０３の検出値が小さい場合でも、
扱胴ロスセンサ２０２の検出値が大きいとき（パターン２に該当する）には、扱胴４２に
よる穀稈の脱穀が円滑に行われておらず、今後揺動ロスセンサ２０３の検出値（穀粒のロ
ス量）が増加する可能性があると判断することが可能である。
【０１８８】
　従って、扱胴ロスセンサ２０２と揺動ロスセンサ２０３とにより、穀粒のロス量が増加
する原因を精度よく特定することが可能となり、そのロスへの対応が容易に図れる。
【０１８９】
　また、制御装置２００により扱胴ロスセンサ２０２及び揺動ロスセンサ２０３の検出値
に応じた制御が行われることによって、穀粒のロス量の増加を的確に抑制することが可能
となる。
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【０１９０】
　ここで、車速を制御するに際してはエンジンの負荷に応じて自動で減速し、元の速度ま
で徐々に復帰し、条件に合う負荷率の設定により作業を効率化する、いわゆるエンジン負
荷に伴う車速制御が採用されている。すなわち、負荷が大となれば自動減速し、負荷が小
となれば元の速度へ復帰するように制御される。
【０１９１】
　かかるエンジン負荷に伴う車速制御の実行トリガーは、作業者が判断するように構成さ
れており、圃場の状況や扱胴ロスセンサ２０２、揺動ロスセンサ２０３の検出値を参考に
しながらエンジン負荷に伴う車速制御を実行するか否かを判断する。
【０１９２】
　しかも、これらの作業者のエンジン負荷に伴う車速制御の実行の操作はエンジン負荷に
伴う車速制御がＯＮであることが条件であり、このようにエンジン負荷に伴う車速制御を
実行することにより、エンジンの回転は一定となり、扱胴４２や揺動選別装置５０等の脱
穀選別作業領域を最適な環境作動にすることができる。
【０１９３】
　また、エンジン負荷に伴う車速制御中で元の速度復帰後においては、送塵弁４４ａ角度
やチャフシーブ５３の角度や車速は、作業者の設定値ではなく、穀粒ロス量によって補正
された値を基準として制御される。
【０１９４】
　しかし、エンジン負荷に伴う車速制御になっていない場合には、ロス量が第一、第二の
閾値の上限を超えるか下限以下の場合には、送塵弁４４ａ、チャフシーブ５３、車速の順
で制御してロス量を可及的に減少させる。
【０１９５】
　車速が補正制限値以下で、かつ、チャフシーブ５３の角度が補正制限値以下の場合には
、ロス量によるチャフシーブ５３の補正量を算出して加算し、また、車速の補正量を算出
し加算する。
【０１９６】
　このように、ロス量によって各補正量を算出するものであり、車速は作業者の設定した
閾値ではなく、ロス量によって補正された値を基準としてエンジン負荷に伴う車速制御を
行う（図１９参照）。
【０１９７】
　また、この発明では、ロスセンサにより算出されたロス値によって車速を調整する車速
制御よりもエンジン負荷に伴う車速制御の方を優先するようにした。
【０１９８】
　これによりエンジン負荷に伴う車速制御の原因が圃場環境や刈取り脱穀作業時の走行障
害や作業障害などのトラブル発生が原因であるとしてかかる状況はコンバイン装置の基本
的な障害とみてロス自動制御の補正作動である車速調整よりも優先させてコンバイン装置
の優先的保護を図ることができるようにした。
【０１９９】
　また、この発明では、減速制御時にロスセンサにより算出されたロス値によって車速を
調整する車速制御かエンジン負荷に伴う車速制御かを判別することができるように報知手
段によりどちらの減速制御かを作業者に報知可能に構成したことにより、作業中で車速が
減速された場合に作業者はロス自動制御によるものかエンジン負荷に伴う車速減速制御か
を報知手段により知ることができるように構成した。
【０２００】
　従って、減速後の通常速度への復帰の操作手順を予め認識しておくことができることに
なり、操作ミスや重複操作などの弊害を解消することができる効果があると共に、更には
現在の減速状況の基となる操作を認識できることから圃場環境を参照しながら最適な操作
を選択することができる効果がある。
【０２０１】
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　報知手段としては、運転席９１のステアリングハンドル９２の中央に設置したメイン液
晶パネルｎに視覚的に減速制御の種類（車速種類）を何れの減少として行われているか表
示する。例えば、「ロス減速」「負荷減速」等の表示を行う（図２０参照）。
【０２０２】
　また、視覚的な表示以外に音による表示で行うこともできる。例えば、設置した運転席
９１のスピーカにより間欠的な異なる音声のブザー音を発生したり、間欠的に断続的な報
知音を発生したりすることができる。
【０２０３】
　また、この発明ではロス自動制御の目標値に対する超過或いは下回りに応じて補正作動
するものであるが、上記した本発明では補正作動の順序を送塵弁４４ａ及びチャフシーブ
５３並びに走行部２、或いは、走行部２及びチャフシーブ５３並びに送塵弁４４ａの順序
に行うことを説明したが、これらの補正作動部材の補正順序はかかる順序に限らず、例え
ば、送塵弁４４ａ及びチャフシーブ５３のみの順序、チャフシーブ５３及び走行部２のみ
の順序、又は、逆のチャフシーブ５３及び送塵弁４４ａのみの順序、走行部２及びチャフ
シーブ５３のみの順序でも可能である。従って、かかる制御の順序は３個の補正作動部材
に限らず、２個の補正作動部材によっても可能である。
【符号の説明】
【０２０４】
１　コンバイン
２　走行部
３　刈取部
４　脱穀部
５　選別部
７　穀粒貯溜部
８　排藁処理部
９　操縦部
１１　エンジン
１２　下部機枠
４４ａ　送塵弁
５３　チャフシーブ
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